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【アーカイブ動画】 
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55583 
※「はじめから再生」をクリックしてください 

 

【マスコミ報道から】 
議員任期延長、自・立に溝 衆院憲法審、今国会初の討議 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2025031300215&g=pol 
“衆院憲法審査会は１３日、今国会初の討議を行った。自然災害などの緊急事態で選挙が

実施できない場合の国会議員の任期延長を巡り、自民党は「選挙困難事態」として憲法改

正で対応する必要があると主張。一方、立憲民主党は選挙権の制限になると慎重な考え

を示した。” 
 
緊急時の議員任期延長を討議 今国会初めて、溝は埋まらず 

https://nordot.app/1272758071879303356 
“立民の山花郁夫氏は「一部地域の選挙が困難であることをもって、より多くの地域の選

挙権を制限するのは明らかにバランスを欠いている」と反論。公選法改正などの検討を

先行すべきだとし、現時点で立法事実は確認できないと結論付けた。” 
 
衆議院憲法審査会 選挙の実施困難な事態想定し与野党が討議 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250313/k10014748721000.html 
“自民党の船田元氏は東日本大震災を例に挙げ「選挙の実施が困難な事態に当たり、衆議

院に被災地選出の議員がいない状況が生まれる。憲法を改正して議員任期を延長する制

度を創設すべきだ」と主張しました。” 
“日本維新の会、国民民主党、公明党も議員任期の延長に前向きな考えを示しました。” 

 
衆院憲法審査会、今国会で初討議 「緊急事態条項」がテーマ 

https://news.ntv.co.jp/category/politics/6cb135484306470786007eb166c149cd 
“野党議員が衆議院憲法審査会の会長に就いたのは初めてですが、枝野会長は特別なコメ

ントはせず、淡々と進行していました。” 

https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=55583
https://www.jiji.com/jc/article?k=2025031300215&g=pol
https://nordot.app/1272758071879303356
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250313/k10014748721000.html
https://news.ntv.co.jp/category/politics/6cb135484306470786007eb166c149cd
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“憲法改正の実現に向けて、自民党や日本維新の会は議論を加速させたい考えですが、会

長の枝野氏は憲法改正に積極的ではない立憲民主党に所属するだけに、慎重に進めるも

のとみられています。” 
 

【傍聴者の感想】 
今国会で初めてとなる衆議院憲法審査会

が開かれました。先の衆議院選挙で議席を

伸ばした立憲民主党の議員が委員会室の席

を埋める光景は、これまでの憲法審査会と

は違う雰囲気を醸し出していました。 
今回のテーマは、緊急時に選挙をするこ

とができなくなって、国会機能を維持でき

なくなるような立法事実があるのかどうか

という点でした。 
はじめに、衆議院法制局の方が、論点や

これまでの議論のポイントを説明したうえ

で、各党会派からの自由討議となりました。 
船田元議員（自民）、山花郁夫議員（立民）、

浅野哲議員（国民）などは、テーマに沿って

これまでの論点を補強する発言をしていた

のですが、日本維新の会の馬場伸幸議員は、

発言冒頭から枝野幸男審査会長の議事運営

を執拗に批判したうえに、今の議論を打ち

切り、有志の会と維新で出した緊急事態条

項を踏まえた改正条文案の議論をすべきだ

と迫っていました。この条文案は自公と大

差ないものじゃないかと少数与党の自民に

秋波を送ったかと思うと、今の石破自民党

には改憲に向けた意気込みがないとはっぱ

をかける始末です。 
法制度についての議論はさておいて興味

深かったのは、柴田勝之議員（立民）が公明

党の平林晃議員に対し、参議院憲法審査会

での公明党理事の発言内容について問い質

したところです。平林議員は、同じ公明党

の同僚議員に対して、「あれ」よばわりして

異例の発言だとし、「参議院での公明党の発

言は党として公式のものではない」と釈明

に追われていました。選挙困難事態の立法

事実をめぐって「選挙としての一体感」を

強調していたわりには、公明党としての一

体感はまるでないところを浮き彫りにして

いました。 
最後に、あまりにも粗雑でわかりやすい

馬場伸幸議員の同盟者とも言うべき、有志

の会の北神圭朗議員の発言についてコメン

トします。 
選挙困難事態の立法事実についての議論

で、大規模災害の被災地の声を代表する議

員がいないのはまずいから、選挙困難事態

の立法事実はあるんだという改憲派の議論

の補強で、北神議員は極めて冷静な口調で、

「議員は全体の代表者ではありますが、地

元の声を反映させるということも一般的に

はあるのです」と主張されていました。公

務員は全体の奉仕者でしたよね。法制度の

立法事実の議論をしているときに、一般的

な、なあなあでそうなっている事実を持ち

出して補強の議論になるのでしょうか。

（K） 

 

【国会議員から】山花郁夫さん（立憲民主党・衆議院議員／憲法審査会幹事） 

憲法15条に選挙権についての規定があり

ますが、この選挙権は有権者団の構成員と

しての公務であるとともに、そのような公

務に参与することを通じて国政に関する自

己の意思を表明することができるという個

人の主観的権利でもあるといういわゆる二

元説が通説的見解です。そして、芦部教授

も、「……選挙権がアメリカの判例・学説流
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にいえば、表現の自由と密接に関連し平等

権保護条項等によって保障される『優越的

権利』だということである」とされていま

す（芦部信喜「参議院定数訴訟と立法府の

裁量」『人権と憲法訴訟』243ページ（有斐

閣・1994年））。この論文は、投票価値の平

等に関するものではありますが、司法審査

が行われる場合には「厳格な合理性」

（ strict rationality ）基準によるべきとさ

れています。 
ところで、憲法45条で衆議院議員につい

ては解散がなければ任期は4年、46条で参議

院については任期は6年で3年ごとの半数改

選が規定されています。15条と45条・46条
をあわせて読めば、衆議院については最長

で4年以内に、参議院についは3年ごとに代

表者を選出することが選挙権の主観的権利

の内容となっているということができま

す。 
選挙困難事態において議員任期を延長す

るということは、ルールを変更するという

だけでなく、選挙権を行使しうる時期につ

いて制限を加えることになります。その意

味で、議員任期延長問題というのは、ルー

ルと原理が交錯する問題ということができ

るでしょう。 

さて、選挙困難事態の具体例として東日

本大震災、阪神淡路大震災などが議論され

ていました。この2つのケースで特例法を制

定して実施したのは、形式的には地方の首

長、議員の任期は憲法上のものではなく法

律上のものであることから、特例法によっ

たものですが、より重要な点は、首長は当

該地方公共団体の有権者から直接公選され

るものであること、地方議会議員について

は一般に大選挙区制度がとられていること

などから、選挙そのものが定数全部にわた

ってなしえないという事情です。 
これに対し、これら2つの震災は災害とし

ては甚大なものであったことは間違いあり

ませんが、衆議院議員が1人も選出できない

というような事態ではないことが地方選挙

の例とは大きく異なるということができま

す。 
東日本大震災に関しては、仮にこのタイ

ミングで総選挙があったとしても、8割強の

議員の選出はできると試算されております

ところ、このようなケースで任期延長を行

うということは、8割強の有権者の選挙権を

行使しうる機会を制限する、延期すること

を意味しています。 
選挙の一体性を損なうというご意見も出

ていますが、民主制のプロセスそのもので

ある選挙権の意義・法的性質からすると、

全部について選挙権行使の機会を停止す

る・制限するよりも、繰延投票等の方法に

より選挙の時期をずらすということのほう

が「より制限的でない他の選びうる手段」

だと考えられます。 
もっとも、この議論は法律の違憲審査の

局面でありません。立法論・憲法改正論と

しては比較衡量論や比例原則に従って考え

ることが適切かもしれません。それにして

も、一部地域で選挙を行うことが困難であ

ることをもってより多くの地域の選挙権を

制限するというのは比較衡量・比例原則の
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観点からも明らかにバランスを失している

といわざるをえないと思われます。 
このことから、大規模災害のケースを立

法事実として想定することが難しいと考え

られます。 
これに対して、感染症の全国的な蔓延が

深刻な事態となった場合を想定すると、投

票所で密になる、不要不急の外出を控える

などの状況は一部地域だけでなく、日本全

国において選挙が困難になる可能性はゼロ

ではないかもしれません。 
しかしこれも、現行の公職選挙法を前提

に議論されている、つまり下位の規範であ

る法律の規定を根拠に上位の規範である憲

法の説明をしてしまっているように思われ

ます。すなわち、投票日を定めて、入場券を

郵送し、その場所に足を運び、自書で候補

者の氏名を記入するというやり方を前提に

選挙が実施できないという結論を出してし

まっているのではないかということです。 

憲法が上位の規範であり、その規範が求

めていることが現行法で難しいということ

であれば、順序としては、公職選挙法の改

正などにより憲法の求める価値を実現する

のか立法府の役割であると考えます。 
避難所、避難場所でも投票ができるよう

にする方法を模索することや、インターネ

ット投票などの方法で大規模災害などの時

でも公正な選挙が確保できるような仕組み

を追求することなどを検討することが論理

的に先行すべきことと考えられます。その

ような手を尽くしたうえで、いかんともし

がたい事態があるのだ、ということが確認

されてはじめて、そのことが立法事実とな

るはずです。その意味で、現時点で私ども

としては立法事実が確認できない、と申し

上げて意見表明といたします。 
（憲法審査会での発言から） 

 


